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私と姉は今年の 3 月に父から現金を 200 万円ずつの贈与を受けましたが、父は 5 か月後

の 8 月に死亡しました。父の遺産は母と姉が相続することになり、私は相続を放棄しました。

この場合、私は相続税、贈与税どちらの申告をすべきでしょうか？

解説
  

１． 生前贈与加算

生前贈与加算とは、相続または遺贈により財産を取得した者が相続開始 3 年以内に、被相

続人から受けた贈与財産で贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものがあるときはそ

の財産の贈与時の価額を相続財産に加算するという制度です。

２． 贈与税の課税価格の計算の基礎に算入される金額

✔みなし贈与財産も加算の対象となります。

✔課税対象外となった国外財産は、加算の対象とならない。

✔贈与税の非課税財産は加算対象外。

✔相続開始年分の被相続人からの贈与財産は、加算の対象となる（贈与税は非課税）

✔贈与税の基礎控除額（110 万円）以下の贈与も加算の対象となる。

３． 贈与を受けた者が相続を放棄している場合の申告

相続開始の年に被相続人から贈与によって財産を取得した場合、その贈与財産の価額は、

本来は相続税の課税価格に算入しますが、相続の放棄によってその被相続人から相続また

は遺贈によって財産を取得しない場合は、贈与税が課税されますので、贈与税の申告が必

要となります。

要するに…
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贈与を受けた者が相続を放棄した場合の申告について

相続開始前 3 年以内に被相続人から贈与を受けた場合は、その贈与時の価額を相続の課税
価格に算入します。これを生前贈与加算といいます。しかし、相続を放棄したことで、そも

そも受け取った相続財産がない場合は、暦年課税を受ける者については、贈与税が課税され

るので、贈与税の申告が必要となります。

相続開始年に贈与を受けた者が相続によって財産を取得した場合は、贈与財産は相続税の

課税価格に加算して申告し、相続による取得財産がない場合は、贈与税の申告が必要です。


